
１．件 名：京都大学研究用原子炉（ＫＵＲ）の排気チェンバ内ダクト補強に係る    

行政相談 

２．日 時：令和５年６月２３日（金） １５時１７分～１５時２２分 

３．場 所：原子力規制庁 １０階会議卓Ａ（ＴＶ会議により実施） 

４．出席者： 

 （１）原子力規制庁 原子力規制部 研究炉等審査部門 

      伊藤主任安全審査官、中澤安全審査官 

 （２）京都大学複合原子力科学研究所 

      特任教授 他１名 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

６．配付資料 

なし 

  



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 お願いします。 

0:00:03 はい原子力設備等でございますよろしくお願いします。本日ですね、先日 6 月 3

日に行政相談がありました。 

0:00:16 ＫＵＲのはチェンバーだ、チェンバー内諾等の補強に関する、 

0:00:22 設工認申請の要否についてということで、相談いただいておりますので、これに関

する回答をお伝えしたいと思います。 

0:00:31 まず結論だけですね、お伝えいたしますと、本表工事に関しては設工認申請は不

要ということで判断をいたしました。 

0:00:41 回答の理由について付け加えさせていただきますと、 

0:00:47 本件、補償対象となる廃棄チェンバない宇田埠頭につきましては、金融課の申請

書において、設計条件設計仕様、 

0:00:58 具体的な記載はありませんですし、補強工事に際して、 

0:01:05 9 年間の設計条件設計仕様の変更伴わないということ。 

0:01:10 このことから、労基法第 27 条 1 項に基づく、 

0:01:15 試験炉規則第 2 条に、設計及び工事の計画の認可を要しない工事等の第 1 項の

規定における、 

0:01:24 次条第 1 項第 3 号に経理事項の変更を伴う工事以外の工事に該当すると考えて

おります。 

0:01:32 また公共工事ですけれども、審査、試験研究用等原子炉の審査業務の流れの中

で定めています。 

0:01:42 設工認手続きの範囲計画書において、整理をしておりますが、 

0:01:49 工事計画手続きガイドによる設置または変更の工事種類における、変更の工事

の中で、類型としては修理にかかる工事ではあると考えているんですけれども、 

0:02:04 先ほど申し上げた通り、年間の申請書に、性能またはキョウデンがかかる具体的

な地点は記載はありませんし、そういった意味で、清沼田教授影響及ぼす工事に

当たらないと。 

0:02:17 いうことで判断をしてございます。お伝えする内容としては以上になりますが、京

都大学から何かご質問等ございますでしょうか。 

0:02:29 はい。京都大学のカマエでございます。どうも、迅速な対応、ありがとうございまし

た。また設工認が不要だというご判断をいただきましてありがとうございます。 

0:02:38 津市を申し上げるのはお礼だけなんですけど、今後 

0:02:44 我々のところの今手続きを踏みまして今、準備をしてですねこれから実際の工事、

あとその使用前事業者検査、そういうものを進めて参りたいと思います。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:57 その中で何か試験炉等審査部門の方に何かお伝えするようなことってありますで

しょうか。 

0:03:05 規制庁の伊藤でございます。特段のないと考えておりますが、やはり申請書に、

面談の時に確認させていただいた漏えいの観点とかですね。 

0:03:19 申請書にもともとなかったっていうのは当然事業者としてその点担保されるという

ことで、あえて記載されてないという理解もしておりますので、そういった点は施行

の際にもしっかり注意をいただいて進めていただければというふうに考えておりま

す。 

0:03:37 はい。京大のカマエでございますありがとうございます。どうぞ。 

0:03:43 はい。 

0:03:44 ありがとうございます京都大学のカマエでございます。了解いたしました。この件

につきましては 

0:03:50 サービスセンターともですねこれまで少し監視部門とも少しやりとりがあった案件

でございますので、その辺は 

0:04:01 すぐにですね連携、今日、情報共有しながら工事検査等々行って参りたいと思い

ます。今、ほど、 

0:04:10 お伝えいただいた注意すべきところも含めてですねしっかりと万全を尽くしてやっ

ていきたいと思います。どうもありがとうございました。 

0:04:20 施設の伊東でございます。了解いたしましたよろしくお願いいたします。 

0:04:25 はい。それでは、はい。これで本日の面談、終わりたいと思います。よろしいでしょ

うか。はい。はい。依田委員カマエでございます。ありがとうございました。今後と

もよろしくお願いいたします失礼します。はい。失礼します。 

 


